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   武蔵野市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を 改  

正する条例  

 

 武 蔵 野市 特 別 職 の 職 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 する 条例 （昭和 26年２ 月武   

蔵野市条例第６号）の一部を次のように改正する。  

 次の表中、改正後の欄にのみ下線が引かれた部分については、対応す

る説明の欄に掲げる改正を行う。  

 

改 正 前  改 正 後  説 明  

   附  則  

１ 及 び ２  （ 略 ）  

 

   附  則  

１ 及 び ２  （ 略 ）  

３  平 成 29年 10月 ９ 日 に 在 職

す る 市 長 が 、 同 日 を 含 む 任

期 の 中 途 で 退 職 を し 、 又 は

同 日 を 含 む 任 期 が 満 了 し た

場 合 に お け る 第 ７ 条 の ３ 第

１ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、同 項 第 １ 号 中「 100分 の

400」と あ る の は 、「 100分 の

130」 と す る 。  

 

 

項 の 追 加  

 

   付  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 （提案理由）  

市長の退職手当に関する特例を定めるものである。  


